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政策創造員による調査・研究活動の中間報告について 
 

平成 27 年 10 月 22 日 
戦 略 企 画 部 

 
１．調査・研究の目的 
  中長期的かつ部局での取組が困難な課題を対象に、既存の枠にとらわれず幅広い視点
から調査・研究に取り組むことを通じて、メンバーの政策創造能力の向上をめざす。 

 

２．中間報告の位置づけ 
  研究テーマに関する課題、研究の流れ、現在までの到達点、最終報告に向けた課題等
について、豊富な知識と経験を有する幹部職員に中間報告を行い、ご意見、ご指摘をい
ただく。 

 

３．調査・研究テーマ 
テーマ 調査・研究の趣旨 

【ＷＧ１】 

本県への選挙制度改革

特区の導入 

今後、少子・高齢化による人口構造の変化は、世代間格差（租税や

社会保障などの公的負担と公的サービスの受益とのバランスが、世代

間において不公平である状況を問題視したもの）を一層深刻化させる。

また、公職選挙において高齢者層の意向を反映した結果が生じ、世代

間における不公平感の増大にも繋がる。そこで、世代間格差と選挙制

度の現状と課題を調査するとともに、世代間の不公平感を是正するた

めの解決案として、選挙制度改革特区を本県に導入する方策を研究す

る。 
【ＷＧ２】 

ここで死ねたらしあわ

せと思うまちづくり 

高齢化だけでなく、若者の未婚化が進む中、将来独居高齢者が爆発的に

増えることが予想される。現在も一定の取組はされているが、50 年後は

これまでの取組では対応できない可能性が高い。独居高齢者の 50 年後の

状況を予測し、その孤独・孤立を解消するだけでなく、ひとりでも暮らし、

死ねるための仕組みも考え、しあわせに暮らし、死ねるまちづくりを研究

する。 

【ＷＧ３】 

至高の最期のプロデュ

ース ～みえ安楽死特

区の創設～ 

今日の日本の医療においては、苦痛の除去や患者の意思よりも『延命』

（どのような形であれ命を延ばすこと）を優先する傾向にあるため、患者

が幸福な最期を迎えられていないという実態がある。 

本研究では、三重県において、苦痛の除去を最優先とする「終末期医療」

を行うとともに、最善を尽くしても苦痛を除去できない場合は、患者が「安

楽死」を選択することができる特区の創設を検討する。 

【ＷＧ４】 

超高度なワーク・ライ

フ・マネジメントの実現

に向けた三重県職員週

３日勤務制度の導入に

ついて 

多様化していく現代の労働者の価値観や今後拡大していく育児、介護と

いった福祉的制約条件に対応する高度なワーク・ライフ・マネジメントを

実現するため、まず三重県庁から職員週３日勤務制を導入することを検討

する。 

 
４．報告のポイント 
  ・目的と研究の流れ（どういう考え方でどのように進めてきたのか） 
  ・現在までの到達点（これまで何が明らかになったのか） 
  ・最終報告に向けた課題（今後の作業に向けた課題は何か） 

 
５．今後の予定 

引き続き、調査・研究活動に取り組み、来年２月に最終報告書に取りまとめる。 
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政策創造員ワーキンググループメンバー表 

 
 

【ワーキンググループ１】 

 本県への選挙制度改革特区の導入 

戦略企画部企画課 主幹（班長代理） 天野  長志 

総務部紀州県税事務所 主事 向井田祐里 

健康福祉部健康福祉総務課 主事 水谷 啓佑 

雇用経済部雇用対策課 主事 村居  喜道 

企業庁企業総務課 主査 中井戸孝拓 

教育委員会事務局教職員課 主事 佐野 真也 ◎ 
 
 

【ワーキンググループ２】 

 ここで死ねたらしあわせと思うまちづくり 

戦略企画部政策提言・広域連携課 主事 松田 淑孝 

総務部総務課 主事 櫻井 悠都 ◎ 

健康福祉部北勢福祉事務所 技師 長谷 るみ 

地域連携部スポーツ推進課 主事 津川 章典 

県土整備部道路建設課 主幹 長井  貴裕 

教育委員会事務局教育総務課 主査 古川修太郎 
 
 

【ワーキンググループ３】 

 至高の最期のプロデュース ～みえ安楽死特区の創設～ 

防災対策部防災企画・地域支援課 主事 村田  将 

戦略企画部統計課 主事 藤田 幸大 

健康福祉部福祉監査課 主事 松尾 祐人 ◎ 

農林水産部農林水産総務課 主査 村上 圭一 

県土整備部伊賀建設事務所 主事 小林  純子 

病院事業庁県立病院課 主査(班長代理) 大西 雄一 
 
 

【ワーキンググループ４】 

 超高度なワーク・ライフ・マネジメントの実現に向けた三重県職員週３日勤務制度の 

導入について 

戦略企画部広聴広報課 主査 大和 伸也 

総務部行財政改革推進課 主査 加藤 栄二 

環境生活部環境生活総務課 技師 地主 大智 

県土整備部熊野建設事務所 主事 竹内  覚 ◎ 

出納局出納総務課 主事 牧口 将之 

教育委員会事務局特別支援学校伊賀つばさ学園 事務職員 山口沙也香 

 

※◎は前期グループリーダー 
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１.研究概要 

 高齢化だけでなく、若者の未婚化が進む中、将来
独居高齢者が爆発的に増えることが予想される。
現在も一定の取組はされているが、５０年後はこ
れまでの取組では対応できない可能性が高い。独
居高齢者の５０年後の状況を予測し、その孤独・
孤立を解消するだけでなく、ひとりでも暮らし、
死ねるための仕組みも考え、幸せに暮らし、死ね
るまちづくりを研究する 
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２.現在の状況 
（１）高齢化率の進行 
 
２０１４年１０月１日の調査で初めて８人に１人以上が７５歳以上となった。 
２０６０年には4人に1人が７５歳以上となる見込み 
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出典：国立社会保障・人口問題研究所 

    日本の世帯数の将来推計(全国推計)平成25年1月推計 

(２)独居高齢者の増加 
 
２０１２年現在高齢者の単独世帯は全世帯の約１０％ 
２０３５年の高齢者の単独生体は全世帯の３１％になる見込み   
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５.最終報告に向けた課題 

独居高齢者 
の働き方 

独居高齢者の 
人とのつながり 

独居高齢者の 
セーフティネット 

・ネクストステージに向けた社会貢献型
の起業へのサポート 
・介護支援など報酬型ボランティアの仕
組み 

・「ビジット」による各世代との交流 
・報酬型ボランティアによる新たなコ
ミュニティ 

・四日市モデルを三重県モデルへ 

 これらの課題を踏まえて・・・ 

 幸せに暮らし、死ねるまちづくりを研究する！ 
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① 終末期医療に対する関心 
 終末期医療に対する関心は、一般国民、医師、看護職員、介護施設職員のいずれにおい
ても、年齢によらず、また、どの年齢層についても高い。 
 
② リビング・ウィルなど事前の意思表示 
 リビング・ウィルの考え方に「賛成する」という回答は過半数となっており、書面で自分の意思を
明示しておくというリビング・ウィルの考え方が国民の間に受け入れられつつある。 
 
③ 医療現場の悩み 
 延命のための医療行為を開始しないことや、行っている延命のための医療行為を中止するこ
とに関して、どのような手順を踏んで決定するのが妥当なのか、どのような行為が合法なのか判
断基準が明らかでなく、医師が悩む場面は多い。 
 
④ 終末期医療の在り方 
 自分が痛みを伴う末期状態（死期が６か月程度よりも短い期間）の患者になった場合に
は、あらゆる苦痛から解放され安楽になるための医師による積極的な生命の短縮行為につい
て、一般国民（１４％）と医師（３％）ではその賛成に対する考え方に差異がある。 

終末期医療に関する調査等検討会報告書 

２．医療の現状 









 医療関係者は「人が生きること」を目標に活動している。医療関係者の「理想の死」
はいわゆる「自然死」であり、人工呼吸器などを外す尊厳死、ましてや注射による安楽
死は「殺人罪」との認識であり、実施については現場の意識とかけ離れ過ぎている。そ
のため意見を求めても拒絶されると思う。自分自身も安楽死の実施をテーマとした取
組には協力できない。                           
                                            （医師） 

倫理における講義で、一つのテーマとして取り上げた経験から 
 
〇尊厳死に対しては、賛成意見が多い。 
 自分自身は賛成であるが、家族が対象となった場合、悩むかもしれない。 
〇安楽死については、意見が分かれる。 
 本人の意思を尊重すべきとする賛成派、誤診の可能性を危惧する反対派 
 
 講義を進める中で、誤診の可能性を紹介したところ、賛成であったが反対の立場に
なった学生もいる。与えられた判断材料（情報）にどのようなリスクがあるかなど、判断
時の状況を知る機会が増え、課題が整理されることで、尊厳死や安楽死に対する考
えも深まっていくと考える。現状での、特区導入の検討は時期尚早な印象がある。 
                                    （ 大学  准教授） 

医
療
関
係
者 
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  今後もヒアリングを継続 

５．これまでの研究結果～ヒアリング～ 



５．これまでの研究結果～文献から～ 
 そもそもこれまで医療は、幸せに亡くなるためにはできていませんでした。「と
ことん生きる」ためにできていて、「幸せに死ぬ」ことは考えてこなかった。（中
略）「とことん治す医療」から「支える医療」へ、今は大転換が起こっている時代
なのです。 
（「暮らしの保健室」所長 訪問看護師 秋山正子 出典：月刊ケアマネジメント） 

 医師は、いたずらに苦痛を長引かせるだけで、ほとんど効果のない治療法を見直
し、時にはその中止や撤退もありうることを肝に銘じてほしい。 
                   
（ＮＰＯ法人高齢社会をよくする女性の会 副理事長 袖井孝子 出典：月刊ケアマネジメント）  

 医師はその時々の患者の苦痛さえ除去されるならば、その残りの生命がいかなる
質のものであっても、それを能うかぎり保持することがむしろ要求され、その結果、
患者は小康状態の間も不可避的に襲ってくる激痛に恐れおののかなければならない。
患者はなぜこのような苦痛のフルコースを経た後でなければ死んではいけないのか、
国家はなぜ最後の段階まで生き続けろと命令することが許されるのか。（中略） 

 医師は、医療は医師の独尊という考えから脱却しなければならないし、患者は自
分の身体の医療につき、医師への全面的依存から医師との協働作業との認識に変革
しなければならない。    

（筑波大学名誉教授、元最高検察庁検事 土本武司 出典：東京財団研究報告書２００４－３） 
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多様な分野から、現在の医療の
方針に疑問の声が出されている 













• 引き続き有識者等へのヒアリングを実施し、現状の課題をさらに洗い出す

とともに、その課題の解決策としての「みえ安楽死特区」の制度設計を進

める。 

• これまで検討してきた「至高の最期」のイメージ（始・支・至）をふまえて、

具体的なサービスの提供体制やその内容を検討していく。 

• 「至高の最期」をプロデュースすることにより、三重県の県民満足度向上

にどのように寄与するか（医療介護の充実感向上、雇用・県民所得増

加、移住・定住者増加など）を明確化する。 

７．最終報告に向けた課題解決のための取組 
























